
災害時における車両等障害物除去に関する協定書 

 

伊達市（以下「甲」という。）と株式会社ナプロアース（以下「乙」という。）とは、災害時に

おける車両等障害物等の除去について、以下のとおり本協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震、風雪水害その他の災害が発生し、または、発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。）における甲の管理する道路等の公共施設（工事施工中等の施設を含む。

以下「公共施設」という。）の被害防止、応急対策及び災害復旧に係る業務（以下「災害応急等

業務」という。）及び災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）（以下「法」という。）第 76

条の６に基づく車両その他の物件（以下「車両等」という。）の移動を実施するため、甲乙間に

おける基本的事項を定め、公共施設の被災防止、機能の確保、早期復旧及び被害の拡大防止に資

することを目的とする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時に必要が生じたときは、乙に対して次に掲げる事項についての協力を要請す

ることができる。 

 (1) 運転手、レッカー車及びその他の重機（以下「レッカー車等」という。）の提供 

 (2) レッカー車等の操作による車両等の除去に係るオペレーターの提供（運転手と兼任可能） 

 (3) その他甲の要請により、乙が応じられる事項 

２ 前項の規定による要請は、原則として応急活動要請書（様式第１号）により行うものとする。

ただし、これに寄りがたい場合は口頭、電話等で要請し、その後速やかに書面を提出するものと

する。 

 

（使用期間） 

第３条 前条の要請に基づくレッカー車等使用期間については、甲乙協議のうえ決定する。また、

状況により期間を延長する必要がある場合についても、甲乙協議のうえその旨を乙に要請するも

のとする。 

 

（報告） 

第４条 乙が第２条の要請に基づき協力したときは、甲へ応急活動報告書（様式第２号）により報

告するものとする。 

 

（費用負担） 

第５条 乙が甲の要請に基づく車両等障害物除去に要した費用については、災害直前における適正

な価格を基準とし、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（費用の支払い） 

第６条 甲は前条の規定により決定された費用については、速やかに乙に支払うものとする。 

 

（合同訓練） 

第７条 乙は、甲から要請のあった場合には、可能な限り、甲が実施する合同訓練に参加協力する

ものとする。 

 

（連絡責任者） 

第８条 この協定の円滑な実施を図るため、協定締結後速やかに連絡責任者を決定し、連絡担当者

等報告書（様式第３号）により報告するものとし、当該連絡担当者等に変更があった場合は、遅

滞なく連絡するものとする。 

２ 緊急時の連絡体制等について、平時から確認、情報交換を行うものとする。 



（協定の期間） 

第９条 本協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、有効期間満了の１箇月前

までに、甲乙いずれからも文書による協定解除の申し出がない場合は、更新されたものとし、そ

の後においても同様とする。 

 

（協議） 

第 10条 本協定に定めのない事項、または、条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 

以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通を保

有する。 

 

 

令和２年 12月 14日 
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